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行
政
相
談
委
員
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
！

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
役

所
の
仕
事
や
手
続
き
に
つ
い
て
、

分
か
ら
な
い
こ
と
や
、
困
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
行
政
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大

臣
の
委
嘱
を
受
け
、
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
の
相
談
を
お
聴
き
す

る
民
間
有
識
者
の
方
で
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、

①
国
の
仕
事

②
Ｊ
Ｒ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
等
の
特
殊
法

人
の
仕
事

③
県
や
市
町
村
が
国
の
補
助
を

受
け
て
行
っ
て
い
る
仕
事

な
ど
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら

の
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
受
け
、

そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
、
皆
さ
ん
の
身
近
な

公
共
施
設
な
ど
で
定
期
的
に
開

設
さ
れ
る
相
談
所
な
ど
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

毎
月
の
行
政
相
談
の
日
程
は
、
市

民
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
香
美
市
の
行
政
相
談
委
員
】

髙
橋
千
惠
・

内
一
秀

岡
﨑
千
佳

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー

☎
０
８
８
・
８
２
４
・
４
１
０
０

６
月
は
高
知
県
の
男
女
共
同

参
画
推
進
月
間
で
す

　

高
知
県
で
は
『
高
知
県
男
女

共
同
参
画
社
会
づ
く
り
条
例
』

の
中
で
、
毎
年
６
月
を
『
男
女

共
同
参
画
推
進
月
間
』
と
位
置

づ
け
て
い
ま
す
。

◆
男
女
共
同
参
画
と
は

「
男
だ
か
ら
、
女
だ
か
ら
、
○

○
す
べ
き
」
と
い
っ
た
固
定
的

な
考
え
に
と
ら
わ
れ
ず
、
お
互

い
に
社
会
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ

ー
と
し
て
認
め
合
い
、
自
分
の

意
思
で
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
参
画

す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、
自
由

に
生
き
方
を
選
び
、
ま
た
共
に

責
任
を
担
う
社
会
を
目
指
す
こ

と
で
す
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
男
女
共
同
参
画
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。

①
家
庭
で

　

結
婚
・
出
産
後
も
女
性
が
働

き
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
家
庭
と

仕
事
を
両
立
す
る
た
め
に
、

『
家
事
は
女
性
の
仕
事
』
と
決

め
つ
け
ず
、
家
事
・
育
児
な
ど

は
家
族
み
ん
な
で
分
担
し
ま
し

ょ
う
。

②
職
場
で

　

近
年
で
は
、
子
育
て
を
楽
し

み
た
い
、
積
極
的
に
関
わ
り
た

い
と
い
う
男
性
も
増
え
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
授
業
参
観
や
学

校
等
の
行
事
に
参
加
す
る
た
め

に
、
あ
る
い
は
、
子
ど
も
が
熱

を
出
し
た
と
保
育
所
か
ら
連
絡

が
あ
っ
た
と
き
な
ど
、
安
心
し

て
休
め
る
よ
う
な
職
場
環
境
や

雰
囲
気
づ
く
り
も
男
女
共
同
参

画
へ
の
大
事
な
一
歩
で
す
。

　

ま
ず
は
、
あ
な
た
の
身
の
回

り
か
ら
行
動
に
移
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
子
ど
も
・
福
祉
政
策
部

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
５
１

こ
う
ち
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
『
ソ
ー
レ
』

☎
０
８
８
・
８
７
３
・
９
１
０
０

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53
・
２
６
３
１

児
童
手
当
の
現
況
届
が

原
則
不
要
と
な
り
ま
す

　

令
和
４
年
６
月
か
ら
児
童
手

当
の
現
況
届
が
原
則
不
要
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
方
は
、

引
き
続
き
届
出
が
必
要
で
す
。

◆
離
婚
協
議
中
の
た
め
同
居
父

母
が
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

◆
D
V
等
の
被
害
に
よ
り
、
住

　

民
票
の
あ
る
市
町
村
以
外
で

　

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

◆
施
設
受
給
者
（
里
親
含
む
）

◆
そ
の
ほ
か
香
美
市
が
現
況
届

　

の
提
出
が
必
要
と
判
断
し
た
方

児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当

の
届
け
出
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
ま
た
は
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

次
の
よ
う
な
事
由
が
発
生
し
た

と
き
は
、
福
祉
事
務
所
へ
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

①
児
童
手
当

◆
新
た
に
出
生
し
た
方

◆
香
美
市
外
へ
転
出
す
る
方

◆
香
美
市
へ
転
入
し
た
方

◆
公
務
員
と
な
っ
た
方
、
公
務

　

員
を
辞
職
し
た
方

◆
離
婚
協
議
中
の
た
め
同
居
父

　

母
が
受
給
し
て
い
る
場
合
で
、

　

離
婚
が
成
立
し
た
方

◆
３
歳
未
満
の
受
給
対
象
児
童

　

が
い
る
方
が
、
被
用
者
（
ま

　

た
は
非
被
用
者)

と
な
っ
た
方

※

従
来
必
要
で
あ
っ
た
市
内
で
の
転
居

や
氏
名
変
更
の
届
出
は
、
原
則
不
要
と

な
り
ま
し
た
。
単
身
赴
任
等
の
方
で
、

香
美
市
外
に
お
住
い
の
配
偶
者
ま
た
は

受
給
対
象
児
童
の
住
所
が
変
更
と
な
っ

た
と
き
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

②
児
童
扶
養
手
当

◆
香
美
市
内
で
転
居
し
た
方

◆
香
美
市
外
へ
転
出
す
る
方

◆
香
美
市
へ
転
入
し
た
方

◆
婚
姻(

事
実
婚
含
む)

し
た
方

◆
受
給
対
象
児
童
を
監
護
、
養

　

育
し
な
く
な
っ
た
方

※

こ
の
ほ
か
、
手
当
の
受
給
資
格
や
、

受
給
額
が
変
更
と
な
る
事
由
や
、
受
給

者
証
の
記
載
内
容
が
変
更
と
な
る
場
合

は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
班

☎
53
・
３
１
１
７

市
営
バ
ス
の

フ
リ
ー
乗
降
路
線
追
加

　

６
月
１
日
か
ら
、
新
た
に
フ

リ
ー
乗
降
（
バ
ス
停
以
外
の
場

所
で
も
バ
ス
に
乗
り
降
り
が
可

能
）
が
で
き
る
路
線
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

【
新
た
に
フ
リ
ー
乗
降
を
開
始

す
る
路
線
】

土
佐
山
田
町
＝
町
田
線
（
下
ノ

村
～
談
議
所
の
区
間
）

香
北
町
＝
谷
相
線
、
白
川
線
、

蕨
野
線

物
部
町
＝
別
府
線
、
影
線

◆
バ
ス
に
乗
る
と
き

道
路
の
広
い
安
全
な
場
所
で
、
バ

ス
が
来
た
ら
は
っ
き
り
と
手
を
上

げ
て
合
図
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
バ
ス
を
降
り
る
と
き

降
り
る
少
し
前
に
運
転
手
に
知

ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

◆
フ
リ
ー
乗
降
が
で
き
な
い
場
所

・
道
路
幅
員
が
狭
い
場
所

・
カ
ー
ブ
お
よ
び
曲
が
り
角

・
交
差
点
お
よ
び
交
差
点
付
近

・
民
家
等
の
出
入
口
付
近

・
そ
の
他
交
通
の
危
険
な
場
所

◆
そ
の
他

・
バ
ス
停
で
の
乗
り
降
り
は
、

今
ま
で
ど
お
り
で
す
。

・
既
に
フ
リ
ー
乗
降
に
な
っ
て

い
る
路
線
（
不
寒
冬
線
、
西
又

線
、
佐
岡
線
、
美
良
布
・
大
栃

線
、
栃
本
線
、
神
池
線
）
に
つ

い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

定
住
推
進
課

☎
53
・
１
０
６
１
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◆集団がん検診・個別検診(医療機関検診)

　 令和４年度に市が実施する集団がん検診および個

別検診（医療機関検診）を受診した方に、１００ポイン

ト（1検診につき）を付与します。

【対象の検診】

胃がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診

【ポイント付与】

集団がん検診受診者には、受診月の翌月の月末

個別検診受診者には、結果通知後の翌月の月末

【問い合わせ先】

健康介護支援課健康づくり班　☎５２－９２８２

◆乳幼児健診

　 令和４年度に乳幼児健診（集団健診）を受診した乳

幼児に、健診１回につき１００ポイントを付与します。

【対象の健診】市の実施する乳幼児健診（４か月児

健診・10か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診）

【ポイント付与】受診月の翌月の月末
※受診した乳幼児の『kamica』にポイント付与します。

【問い合わせ先】

健康介護支援課親子すこやか班　☎５２－９２８１

◆特定健診

　 ４０歳から４４歳(令和５年３月末時点)の国保被保険

者で、令和５年１月末までに特定健診を受診した方に、

３００ポイントを付与します。

【ポイント付与】受診から約３カ月後

【問い合わせ先】

市民保険課保険班　☎５３－３１１５

検診や健診で

kamicaにポイントが

付与されます！！

検診や健診で

kamicaにポイントが

付与されます！！
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【情報公開制度】

　行政機関が作成した

文書の開示を求めるこ

とができる制度です。

【個人情報保護制度】

　市役所内の他課が管

理している情報を利用

する『目的外利用』や、

警察署・税務署等の官

公庁などに個人情報を

提供する『外部への情

報提供』は、個人情報

保護条例に基づくもの

でなければなりません。

　また、市に対して、

本人の個人情報の開示

を請求すること、開示

を受けた個人情報の訂

正や利用中止を請求す

ることもできます。

市役所の情報公開制度および個人情報保護制度

の運用状況をお知らせします。

【問い合わせ先】総務課 ☎５３－３１１２

情報公開制度と個人情報保護制度の

運用状況（令和３年度）

情報公開制度の運用状況

公開請求件数

７７

　（内訳）

　　　　　　　　 ４５

　　　　　　　　　 １１

　　 　　　　　　０

　　　　　　　　 ０

　　　　　　　　　 ２１

市 長 部 局

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

消 防

水道事業管理者

処理状況 左のうち
審査請求

０

０

０

０

０

公　　開 　６８

部分公開 　　５

非 公 開 　　４

取り下げ 　　０

不 受 理 　　０

個人情報保護制度の運用状況

個人情報業務登録数

目的外利用した件数

外部への情報提供

３８９

３７３

７，４１５

個人情報の本人からの請求

（
内　

訳
）

開 示 請 求

　　　 開　　　示

　　　 部 分 開 示

　　　 非　開　示

　　　 不存在通知

審 査 請 求

利 用 の 停 止 請 求

消 去 請 求

提 供 の 停 止 請 求

７

２

５

０

０

０

０

０

０

そ　
の　

他

助
成
・
相
談


